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議案第１６号 

 

宮城・伊計辺地に係る総合整備計画の変更について 

 

宮城・伊計辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり変更することについて、辺地に係る

公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８

号）第３条第８項において準用する同条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和８年２月２６日提出 

 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

道路整備事業の事業費の見直しにより、計画を変更する必要があり提案する。 



沖縄県うるま市宮城・伊計辺地 沖縄県うるま市宮城・伊計辺地

(辺地の人口 (辺地の人口

１　　辺地の概況 １　　辺地の概況

２　　公共施設の整備を必要とする事情 ２　　公共施設の整備を必要とする事情

３　　公共的施設の整備計画 ３　　公共的施設の整備計画

令和６年度から令和１０年度まで５年間 令和６年度から令和１０年度まで５年間

(単位：千円) (単位：千円)

区　分 区　分

施設名
事業主体名 特定財源 一般財源 施設名

事業主体名 特定財源 一般財源

道路 うるま市 277,096 0 277,096 道路 うるま市 333,241 0 333,241

277,096 0 277,096 333,241 0 333,241

326,200

合計 270,900 合計 326,200

財  源  内  訳 一般財源のうち辺地
対策事業債の予定額

事 業 費
財  源  内  訳

270,900

610人 面積5.65㎢） 610人 面積5.65㎢）

－
２
－

総 合 整 備 計 画 書 （ 新 旧 対 照 表 ）

旧（変更前） 新（変更後）

総　合　整　備　計　画　書 総　合　整　備　計　画　書

一般財源のうち辺地
対策事業債の予定額

　（1）辺地を構成する町又は字の名称

　（2）地域の中心の位置

　（3）辺地度点数

　うるま市与那城上原・宮城・池味・伊計

　うるま市与那城上原42番地

　125点

　（1）辺地を構成する町又は字の名称

　（2）地域の中心の位置

　（3）辺地度点数

　うるま市与那城上原・宮城・池味・伊計

　うるま市与那城上原42番地

　125点

本辺地は、与勝半島から北東へ延びる海中道路・平安座島を経て、宮城島の一部集落と
伊計島の集落からなる地域で、農水産業が主たる産業となっている。
　これまで、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法
律の適用を受け、道路や農業基盤施設等が整備され、生活環境の向上を図ってきたとこ
ろであるが、島しょ地域という地理的制約等から、市街地に比べて生活環境や生産基盤
等の整備は未だ十分とはいえない。
　そのため、前計画に引き続き、今計画においても道路整備や生産基盤整備を年次的に
推進していくことにより、住民の生活環境の向上と生産基盤の安定化を図っていく必要
がある。

本辺地は、与勝半島から北東へ延びる海中道路・平安座島を経て、宮城島の一部集落と
伊計島の集落からなる地域で、農水産業が主たる産業となっている。
　これまで、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法
律の適用を受け、道路や農業基盤施設等が整備され、生活環境の向上を図ってきたとこ
ろであるが、島しょ地域という地理的制約等から、市街地に比べて生活環境や生産基盤
等の整備は未だ十分とはいえない。
　そのため、前計画に引き続き、今計画においても道路整備や生産基盤整備を年次的に
推進していくことにより、住民の生活環境の向上と生産基盤の安定化を図っていく必要
がある。

事 業 費



議案第17号

土地の処分について(うるま市石川地内)

次の土地を処分することについて、地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第9 6条 

第1項第8号の規定により議会の議決を求める。

!物件の所在地 うるま市石川東山原3332番39 外7筆

2処分面積 21,2 6 2平方メートル

3処分価格 3 1,6 8 0, 3 8 0 円

4 契約の相手方 うるま市石川東恩納16 81番地の7 9 

有限会社アラヤ

代表取締役平良聰

令和8年2月2 6日提出

うるま市長中村正人

提案理由

市有地の処分について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する 

条例第3条の規定により議会の議決を必要とするため提案する。
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議案第１８号 

 

 

指定管理者の指定について（いちゅい具志川じんぶん館） 

 

 

指定管理者を次のとおり指定したいので、議会の議決を求める。 

 

 

１ 施設の名称 いちゅい具志川じんぶん館 

 

２ 指定する団体 うるま市字川崎４６８番地 いちゅい具志川じんぶん館２０１号

室 

じんぶん館指定管理運営共同企業体 

         代表構成員 うるま市商工会 

          

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

令和８年２月２６日提出 

 

 

うるま市長 中村 正人  

  

 

提案理由 

 指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会

の議決を得る必要があるため提案する。 



議案第１９号 

 

 

指定管理者の指定について（うるま市ＩＴ事業支援センター） 

 

 

指定管理者を次のとおり指定したいので、議会の議決を求める。 

 

 

１ 施設の名称 うるま市ＩＴ事業支援センター 

 

２ 指定する団体 那覇市おもろまち一丁目１番１２号 

         株式会社沖縄ダイケン 

          

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

令和８年２月２６日提出 

 

 

うるま市長 中村 正人  

  

 

提案理由 

 指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会

の議決を得る必要があるため提案する。 
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議案第２０号 

 

うるま市立学校施設等使用料に関する条例の一部を改正する条例 

 

　うるま市立学校施設等使用料に関する条例（平成１７年うるま市条例第６８号）の一

部を次のように改正する。 

 

第２条を削る。 

第３条中「教育委員会」を「うるま市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」

に改め、同条を第２条とし、第４条から第９条までを１条ずつ繰り上げる。 

 

　別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

　学校施設使用料 

備考 

１　学校施設を使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含む

ものとする。 

２　学校施設の使用時間が１時間未満である場合は１時間単位に繰り上げて使用

料を算定するものとする（照明を使用する場合も同様とする。）。 

 

附　則 

（施行期日） 

１　この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

 

区分
使用料 

（１時間あたり）
備考

 
校舎 ２００円１室につき

 

体育館 １，０００円
半面を使用する場合は、１時間あたり５

００円とする。
 

武道場 ５００円
 

運動場 ５００円
照明を使用する場合は、１基につき、１

時間あたり２００円を加算する。
 水泳プール １，０００円
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（経過措置） 

２　この条例による改正後のうるま市立学校施設等使用料に関する条例の規定は、この

条例の施行の日以後に使用するものから適用し、この条例の施行の日前に使用するも

のについては、なお従前の例による。 

 

令和８年２月２６日提出 

うるま市長　中村　正人　 

 

提案理由 

学校施設等使用料を見直し等するため、当該条例を改正する必要があり提案する。
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議案第２１号 

 

うるま市都市公園を設置すべき区域の決定について（上江洲公園） 

 

次のように都市公園を設置すべき区域を決定したいので、都市公園法（昭

和３１年法律第７９号）第３３条第５項の規定により議会の議決を求める。 

 

１ 公園の名称 上江洲公園 

２ 公園の位置 うるま市字上江洲３２６番外（別途図） 

３ 公園の面積 約０．２５ｈa 

４ 公園の種類 街区公園 

 

令和８年２月２６日提出 

 

 

                     うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

上江洲地区に都市公園を整備するに当たり、区域を決定する必要があるた

め、提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公園の名称：上江洲公園

位置図

位置 うるま市字上江洲３２６番外

面積 約０．２５ha

縮尺 １／５０００

計画箇所

上江洲公民館

具志川多種目球技場

うるま警察署
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公園の名称：上江洲公園

地積図

位置 うるま市字上江洲３２６番外

面積 約０．２５ha

縮尺 なし

【凡例】

：公園予定区域

(公園予定区域)
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議案第２２号 

 

うるま市都市公園を設置すべき区域の決定について（志林川公園） 

 

次のように都市公園を設置すべき区域を決定したいので、都市公園法（昭

和３１年法律第７９号）第３３条第５項の規定により議会の議決を求める。 

 

１ 公園の名称 志林川公園 

２ 公園の位置 うるま市字高江洲９０７番外（別途図） 

３ 公園の面積 約０．３３ｈa 

４ 公園の種類 街区公園 

 

令和８年２月２６日提出 

 

 

                     うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

志林川地区に都市公園を整備するに当たり、区域を決定する必要があるた

め、提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公園の名称：志林川公園

位置図

位置 うるま市字高江洲９０７番外

面積 約０．３３ha

縮尺 １／５０００

計画箇所

志林川公民館

サンエー赤道
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公園の名称：志林川公園

地積図

位置 うるま市字高江洲９０７番外

面積 約０．３３ha

縮尺 なし

【凡例】

：公園予定区域

(公園予定区域)
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議案第２３号 

 

うるま市都市公園を設置すべき区域の決定について（平良川公園） 

 

次のように都市公園を設置すべき区域を決定したいので、都市公園法（昭

和３１年法律第７９号）第３３条第５項の規定により議会の議決を求める。 

 

１ 公園の名称 平良川公園 

２ 公園の位置 うるま市字平良川３８２番外（別途図） 

３ 公園の面積 約０．３０ｈa 

４ 公園の種類 街区公園 

 

令和８年２月２６日提出 

 

 

                     うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

平良川地区に都市公園を整備するに当たり、区域を決定する必要があるた

め、提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公園の名称：平良川公園

位置図

位置 うるま市字平良川３８２番外

面積 約０．３０ha

縮尺 １／５０００

計画箇所

平良川公民館
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公園の名称：平良川公園

地積図

位置 うるま市字平良川３８２番外

面積 約０．３０ha

縮尺 なし

【凡例】

：公園予定区域

(公園予定区域)
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